
特定地域におけるタクシー事業の

適正化及び活性化の推進について



Ⅰ．特定事業計画の進捗状況



タクシー適正化・活性化法に基づく状況①

運輸局、協議会 法人協会 個人協会 労組

平成21年10月 14日 協議会(1)開催
平成21年11月 ４日 特別武三(2)・多摩(1)合同協議会開催

13日 代表者会議開催
25日 協議会(3)開催

平成21年12月 ８日 代表者会議開催
18日 協議会(4)開催、地域計画承認
19日 地域計画説明
24日 法人協会へ労働環境改善要請
25日 地域計画公表 地域計画の説明

平成22年１月 ６日 地域計画を周知
13日 地域計画協力要請
19日 協議会(2)開催
20日 執行委員会にて事業の推進を決定
21日
29日 特定事業計画認定申請

平成22年２月 ２日 春闘集会にて説明（自交総連） 春闘集会にて運輸局より説明
３日 各事業者に積極的な減休車要請

東旅協加盟事業者対象説明会開催
無所属事業者対象説明会開催

１

３日 各事業者に積極的な減休車要請
９日 労組と懇談 東旅協と懇談
18日 需給調整の改善要求決定
22日 常任理事会にて申請状況報告
24日 協議会(3)、開催地域計画承認

平成22年３月 ３日 中央委員会にて地域計画進捗報告
４日 地域計画公表 明治公園にて決起集会
５日
９日 地域計画を周知
10日 ハイタクフォーラム中央行動
15日 認定申請書の取りまとめ依頼
16日 需給調整改善要求の到達点確認
17日 理事会にて申請状況報告
20日 地域計画協力要請
24日 特定事業計画認定

注）赤字は特別区・武三地区、青地は多摩地区に関する事項。

事業者対象説明会開催



タクシー適正化・活性化法に基づく状況②

運輸局、協議会 法人協会 個人協会 労組

平成22年４月 １日 特定事業計画認定申請
13日 認定申請書の取りまとめ依頼
14日 需給調整実現に向けた請願行動
15日 個人タクシー事業者特定事業計画認定申請 未提出者へ認定申請書の取りまとめ依頼
21日 正副委員長会議にて申請状況報告
27日 代表者会議で減車申請状況を確認
28日 未提出者の未提出理由の調査依頼

平成22年５月 17日 個人タクシー事業者特定事業計画認定申請
18日 特定事業計画認定
27日 中央委員会にて需給調整推進を確認

平成22年６月 ２日 東京ハイタク労働６団体運輸局要請 関東運輸局と諸問題について交渉
平成22年７月 ６日 246号線でバスレーン乗り入れ実態調査

12日 本郷通りでバスレーン乗り入れ実態調査
13日 夏季研究集会で需給調整の到達点確認
15日 個人タクシー事業者特定事業計画認定
29日 代表者会議で減車申請状況を確認

平成22年８月 19日 法人協会へ諸課題について要請
平成22年９月 １日 特定事業計画認定状況公表

２

平成22年９月 １日 特定事業計画認定状況公表
７日 ヒアリング開始
21日 特別武三(5)・多摩(4)合同協議会開催

平成22年10月 ７日 協議会からのメッセージ発出
平成22年12月 22日 ヒアリング終了　ヒアリング開始
平成23年１月 31日 ヒアリング終了
平成23年３月 24日 特別武三(6)・多摩(5)合同協議会開催
平成23年４月 合同協議会とりまとめ
平成23年４月 20日 経営状況調査開始
平成23年５月 13日 東京ハイタク労働６団体運輸局要請 関東運輸局と諸問題について交渉
平成23年７月 ５日 大規模災害対応のための意見交換会 大規模災害対応のための意見交換会 大規模災害対応のための意見交換会 大規模災害対応のための意見交換会
平成23年10月 24日 経営状況調査開始
平成23年11月 経営状況調査終了

４日 特別武三(7)・多摩(6)合同協議会開催
平成24年２月 経営状況調査終了
平成24年４月 27日 特別武三(8)・多摩(7)合同協議会開催



１.特定地域における認定申請状況等について（平成２４年４月１９日現在）

申請者数 減車数 休車数 事業者数 減車数 休車数

特別区・武三交通圏 H21.12.18 347 346 267 1,665 2,638 346 266 1,663 2,636 15,673 15,455 15,455
北多摩交通圏 H22.2.24 40 40 35 53 81 40 35 52 81 182 182 182
南多摩交通圏 H22.2.24 25 25 17 12 25 25 17 12 25 289 288 288
西多摩交通圏 H22.2.24 7 7 5 16 2 7 5 15 2

申請者数
（H24.3末）

申請された

うち事業再構築を定めた者

申請

法人タクシー

地域計画
合意 事業者数

(H24.3末)

個人タクシー

営業区域名
事業者数

申請者数
うち事業再構築を定めた者

認定

認定
事業者数

認定
事業者数
（H24.3末）

３

特別区・武三交通圏 33,943 27,794 18.1% 27,718 18.3% 23,500 ～ 26,500
北多摩交通圏 2,015 1,763 12.5% 1,750 13.2% 1,550 ～ 1,750
南多摩交通圏 1,345 1,240 7.8% 1,239 7.9% 1,100 ～ 1,250
西多摩交通圏 239 214 10.5% 210 12.1% 180 ～ 200

地域計画に示された基
準車両数と適正と考えら

れる車両数との乖離

※ハイヤー・福祉車両のみを保有している事業者を除いたもの。
※個人タクシーについては、東京都全域で平成20年６月末から1,905両減少している。

約20％～30％
約13％～23％
約7％～18％
約16％～25％

※上記は取下・再申請、追加申請、事業廃止等を反映したもの。

減車率
③／①

適正車両数
基準車両数

①
現在車両数

②
減車率
②／①

申請された
減・休車が
すべて実施
された場合
の車両数

③

営業区域名



Ⅱ．タクシー事業の現状と

適正化の進捗状況適正化の進捗状況



105.0%

115.0%

39,000

41,000

43,000

45,000

２．車両台数と総需要量、総供給量、日車営収の推移 （原価計算対象事業者）

①特別区・武三交通圏
総需要量（総実車キロ）は平成23年３月の東日本大震災後に一時的な落ち込みがあったものの平成23年５月

より持ち直し、平成23年12月以降４ヶ月連続で対前年を上回っており、緩やかな回復基調にある。

日車営収をみると、平成22年７月以降は、東日本大震災後の一時的な落ち込みを除いて、前年同月比でプラ
スで推移しており、供給量の削減が日車営収を下支えしているとみられる。

一方、８ページに示すとおり、平成23年10月以降、短時間労働運転者割合の増加や就業希望者の減少などの
要因で実働率の低下の傾向がみられる。
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39,000

車両台数 延べ実働車両数（総供給） 総実車キロ（総需要） 日車営収

（台）

（前年同月比）

４

100.0%



95.0%

105.0%

115.0%

2,600

2,800

3,000

２．車両台数と総需要量、総供給量、日車営収の推移

②北多摩交通圏
総需要量（総実車キロ）は平成23年３月の東日本大震災後に一時的な落ち込みがあったものの平成23年５月より

持ち直し、平成23年12月以降３ヶ月連続で対前年を上回っている。供給側をみると、平成22年５月中旬の特定事業
計画認定を受けて減・休車が進み、地域計画における適正と考えられる車両数の範囲内となった。

日車営収をみると、平成22年６月以降は、東日本大震災後の一時的な落ち込みを除いて前年同月比で概ねプラ
スで推移しており、供給量の削減が日車営収を下支えしているとみられる。

一方、10ページで示すとおり、平成23年10月以降、実働率の低下の傾向がみられる。
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105.0%

115.0%

1,450

1,500

２．車両台数と総需要量、総供給量、日車営収の推移

③南多摩交通圏
総需要量（総実車キロ）は平成23年３月の東日本大震災後に一時的な落ち込みがあったものの平成23年５月より

持ち直しており、直近の２ヶ月は対前年を上回っている。供給側をみると、平成22年５月中旬の特定事業計画認定を
受けて減・休車が進み、総供給量（延べ実働車両数）については着実に減少し、平成22年11月から地域計画における
適正と考えられる車両数の範囲内となっている。

日車営収をみると、平成22年２月以降、東日本大震災後の一時的な落ち込みを除いて前年同月比でプラス～水
面付近での推移となっている。供給量の削減により、日車営収を下支えしているとみられる。

一方、12ページに示すとおり、運転者への就業希望者の減少により依然として実働率が低い傾向にある。

３．１１
東日本大震災

100.0%

55.0%

65.0%

75.0%

85.0%

95.0%

Ｈ
２

０
．

６

Ｈ
２

０
．

７

Ｈ
２

０
．

８

Ｈ
２

０
．

９

Ｈ
２

０
．

１
０

Ｈ
２

０
．

１
１

Ｈ
２

０
．

１
２

Ｈ
２

１
．

１

Ｈ
２

１
．

２

Ｈ
２

１
．

３

Ｈ
２

１
．

４

Ｈ
２

１
．

５

Ｈ
２

１
．

６

Ｈ
２

１
．

７

Ｈ
２

１
．

８

Ｈ
２

１
．

９

Ｈ
２

１
．

１
０

Ｈ
２

１
．

１
１

Ｈ
２

１
．

１
２

Ｈ
２

２
．

１

Ｈ
２

２
．

２

Ｈ
２

２
．

３

Ｈ
２

２
．

４

Ｈ
２

２
．

５

Ｈ
２

２
．

６

Ｈ
２

２
．

７

Ｈ
２

２
．

８

Ｈ
２

２
．

９

Ｈ
２

２
．

１
０

Ｈ
２

２
．

１
１

Ｈ
２

２
．

１
２

Ｈ
２

３
．

１

Ｈ
２

３
．

２

Ｈ
２

３
．

３

Ｈ
２

３
．

４

Ｈ
２

３
．

５

Ｈ
２

３
．

６

Ｈ
２

３
．

７

Ｈ
２

３
．

８

Ｈ
２

３
．

９

Ｈ
２

３
．

１
０

Ｈ
２

３
．

１
１

Ｈ
２

３
．

１
２

Ｈ
２

４
．

１

Ｈ
２

４
．

２

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

車両台数 延べ実働車両数（総供給） 総実車キロ（総需要） 日車営収

（台）

（前年同月比）

６



95.0%

105.0%

115.0%

400

450

500

２．車両台数と総需要量、総供給量、日車営収の推移

④西多摩交通圏
総需要量（総実車キロ）は平成23年３月の東日本大震災後に一時的な落ち込みがあったものの平成23年５月よ

り持ち直し、平成23年12月以降３ヶ月連続で対前年を上回っている。供給側をみると、平成22年５月中旬の特定事
業計画認定を受けて減・休車が進んでいることから、総供給量（延べ実働車両数）については減少している。

日車営収をみると、平成23年9月以降プラスで推移している。
一方、14ページに示すとおり、平成23年9月以降、実働率の低下が傾向みられる。
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３．各種指標の比較 （特別区・武三交通圏原価計算対象事業者） １／２

①実働率の推移

80.7 

78.4 
79.4 

81.2 

81.5 81.9 

76.4 

81.3 
80.5 

82.5 

79.8 

81.4 
83.4 

77.6 

81.3 

83.0 

81.3 

85.3 

79.1 

83.8 

83.3 

85.2 

80.4 

87.2 
85.5 

80.6 

83.9 

86.6 
85.4 

88.5 

82.1 

86.6 87.1 

88.3 

83.9 

89.4 89.3 

86.3 

89.3 

88.9 
90.3 92.4 

87.2 

90.9 90.7 91.2 

88.0 

90.8 

89.4 

87.6 

89.4 

88.8 
89.8 90.4 

84.9 

88.6 

89.2 

75.0 

85.0 

95.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実働率の推移

実働率（H19.7～） 実働率（H20.7～） 実働率（H21.7～） 実働率（H22.7～） 実働率（H23.7～）
（％）

②実車率の推移

８

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

46.2 45.5 45.8 

44.8 
45.2 45.7 

42.0 

43.5 
44.0 

42.8 

41.9 

42.4 42.6 
42.1 

41.6 

40.9 40.3 
41.9 

38.9 

38.5 

39.6 

38.2 37.1 

38.4 
39.3 

37.4 36.9 
38.0 37.9 

40.1 

36.7 
37.9 

39.3 
39.0 

36.8 

38.2 

39.8 

38.2 

39.2 

38.7 38.3 

41.0 

37.5 

39.0 

37.1 36.7 

37.1 

39.5 

40.4 
39.3 40.2 

39.4 39.5 

42.7 

39.4 
40.0 

41.6 

36.0 

38.0 

40.0 

42.0 

44.0 

46.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実車率の推移

実車率（H19.7～） 実車率（H20.7～） 実車率（H21.7～） 実車率（H22.7～） 実車率（H23.7～）
（％）（％）



３．各種指標の比較 （特別区・武三交通圏原価計算対象事業者） ２／２
③営業収入の推移

3,363 

3,163 3,121 
3,201 3,175 

3,673 

2,945 
3,067 

3,313 

3,175 

3,058 3,061 3,263 

2,932 2,922 

3,003 

2,757 

3,246 

2,636 

2,481 

2,832 

2,679 

2,485 

2,653 
2,848 

2,463 

2,438 

2,671 
2,536 

3,001 

2,414 2,392 

2,783 

2,670 

2,352 

2,510 

2,714 

2,418 

2,505 
2,519 

2,423 

2,848 

2,309 2,291 

2,333 2,265 

2,273 

2,493 
2,601 

2,412 
2,457 

2,447 2,412 

2,886 

2,347 2,356 

2,685 

2,200 

2,400 

2,600 

2,800 

3,000 

3,200 

3,400 

3,600 

3,800 

4,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移

営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～）（百万円）

９

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

④日車営収の推移

50,419 

48,849 49,182 
47,721 

48,698 

54,252 

46,654 48,807 

49,802 
48,114 

46,366 
47,046 

47,359 

45,616 44,843 43,930 
42,934 

46,813 

41,031 40,556 

42,086 

40,219 
38,285 

39,977 
41,294 

37,870 

37,441 

39,406 39,230 

43,610 

37,751 

39,416 

41,268 

40,921 

37,316 

39,457 

42,149 

39,365 
41,250 

40,678 
40,298 

46,058 

39,572 

41,691 

38,470 38,401 

38,639 

42,500 43,617 
41,430 

42,763 
41,540 41,830 

48,111 

41,640 
42,815 

45,354 

35,000 

40,000 

45,000 

50,000 

55,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移

日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～）（円）



３．各種指標の比較 （北多摩交通圏） １／２

①実働率の推移

81.6 

80.0 80.5 

81.9 81.8 

81.9 

78.6 

81.0 
80.2 

81.3 

79.7 

81.0 81.4 

78.4 

80.5 
81.1 80.9 

83.2 

79.4 

82.7 
81.9 

83.0 

80.8 
83.6 

84.0 

81.0 

82.7 

86.1 

84.7 

86.1 

82.4 

85.7 85.4 85.4 

82.3 

85.3 

86.0 

83.5 
86.1 

86.1 86.3 

88.2 

84.3 

87.3 
86.8 87.0 

84.5 

86.5 

85.9 85.0 

86.2 

85.6 
85.9 

86.1 

82.3 

84.8 

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実働率の推移

実働率（H19.7～） 実働率（H20.7～） 実働率（H21.7～） 実働率（H22.7～） 実働率（H23.7～）（％）

②実車率の推移

49.8 49.5 49.6 

49.0 

49.3 

50.1 

48.8 
49.1 

49.3 
49.2 

48.8 48.6 
48.8 48.8 

48.6 

48.3 48.2 

49.3 

48.2 48.0 48.4 

47.9 
47.6 

47.6 

48.2 

47.5 47.3 

47.8 47.8 

48.9 

47.6 

48.0 

48.3 

48.2 

47.5 

47.8 
48.2 

47.7 
47.9 

47.6 47.4 

48.7 

47.4 
47.7 47.7 

46.9 
47.2 

47.4 

48.1 
47.6 47.8 47.7 47.5 

49.0 

48.1 47.9 

46.0 

48.0 

50.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実車率の推移

実車率（H19.7～） 実車率（H20.7～） 実車率（H21.7～） 実車率（H22.7～） 実車率（H23.7～）（％）（％）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

10



３．各種指標の比較 （北多摩交通圏） ２／２

③営業収入の推移

2,265 

2,154 
2,098 2,121 2,104 

2,469 

2,107 2,102 

2,250 

2,140 

2,089 
2,043 

2,168 

2,072 
2,009 

2,041 
1,939 

2,297 

1,996 

1,777 

2,041 

1,895 
1,841 

1,863 

2,020 

1,810 

1,730 

1,901 
1,824 

2,162 

1,799 
1,752 

2,022 1,956 

1,766 1,818 

2,008 

1,818 

1,840 
1,840 

1,752 

2,096 

1,765 

1,685 

1,787 

1,675 
1,715 

1,766 1,891 

1,789 
1,777 

1,797 
1,729 

2,103 

1,804 

1,712 

1,600 

1,700 

1,800 

1,900 

2,000 

2,100 

2,200 

2,300 

2,400 

2,500 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移

営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～）（百万円）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

11

④日車営収の推移

43,124 

41,774 
41,827 

40,240 
41,205 

46,754 

41,556 43,005 

43,528 
42,265 

40,733 40,535 41,386 
40,902 

39,923 
38,950 38,798 

43,300 

39,445 

37,420 

39,251 

37,296 
36,048 36,470 38,155 

35,462 

34,409 

36,336 

36,628 

41,371 

35,995 

37,397 

39,156 

39,069 

35,444 

36,748 

39,464 

37,097 
37,795 

36,687 

36,288 

41,515 

36,687 

37,453 

36,068 

34,821 
35,501 

36,938 38,615 

36,931 37,376 

36,811 

36,489 

42,825 

38,474 

37,931 

33,000 

38,000 

43,000 

48,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移

日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～）（円）



３．各種指標の比較 （南多摩交通圏） １／２

①実働率の推移

88.2 

87.1 87.3 

88.9 

89.1 

88.8 

84.2 

87.3 

87.3 
87.9 

86.5 

88.0 

88.4 

86.1 

88.3 

89.2 

87.9 

90.5 

86.5 

89.9 
89.5 

90.4 
88.5 

90.8 91.0 

87.7 

89.5 

93.2 

91.5 92.0 

87.8 

91.0 90.7 90.9 

87.7 

91.0 91.2 

88.5 

90.9 90.8 91.0 

92.0 

87.8 

90.9 
90.7 

90.7 

87.9 

89.7 
89.1 

87.4 

89.1 

88.4 
88.8 

90.1 

85.5 

88.5 

84.0 

89.0 

94.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実働率の推移

実働率（H19.7～） 実働率（H20.7～） 実働率（H21.7～） 実働率（H22.7～） 実働率（H23.7～）（％）

②実車率の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

49.4 

48.9 49.1 

48.8 
48.9 

49.4 

48.3 

48.6 
48.8 

48.5 

48.2 
48.3 

48.5 
48.3 

48.1 

47.9 47.7 

48.8 

47.7 

47.2 

47.6 

47.2 46.8 
47.1 

47.3 

46.8 46.6 
47.0 

47.0 

48.3 

47.0 
47.2 

47.6 
47.7 

46.8 

47.0 

47.6 

47.1 

47.4 
47.1 

46.9 

48.2 

46.9 

47.2 

46.9 

46.5 
46.7 

47.1 

47.7 

47.3 47.4 
47.1 47.1 

48.6 

47.7 
47.5 

46.0 

48.0 

50.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実車率の推移

実車率（H19.7～） 実車率（H20.7～） 実車率（H21.7～） 実車率（H22.7～） 実車率（H23.7～）（％）（％）

12



３．各種指標の比較 （南多摩交通圏） ２／２

③営業収入の推移

1,606 

1,546 
1,497 

1,523 1,504 

1,791 

1,485 1,481 

1,606 

1,516 

1,493 1,472 
1,572 

1,488 
1,431 

1,456 

1,374 

1,655 

1,390 

1,245 

1,444 

1,345 
1,297 

1,339 
1,431 

1,277 

1,231 

1,341 
1,284 

1,548 

1,264 

1,222 

1,414 
1,374 

1,235 
1,279 

1,415 

1,283 

1,306 

1,301 

1,240 

1,493 

1,224 

1,178 

1,213 
1,172 1,181 1,236 

1,334 

1,240 

1,243 

1,240 
1,204 

1,484 

1,247 

1,180 
1,150 

1,250 

1,350 

1,450 

1,550 

1,650 

1,750 

1,850 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移

営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～）（百万円）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

13

④日車営収の推移

43,747 
42,668 

42,641 
41,309 

42,021 

48,526 

42,444 
43,674 

44,232 
42,803 

41,479 41,523 42,805 
41,620 

40,286 39,306 38,936 

44,161 

39,096 

37,369 

39,307 

37,549 35,784 37,242 

38,429 

35,571 

34,882 

36,719 

37,007 

42,930 

36,790 

37,967 
39,835 39,916 

35,997 
37,314 

39,988 
37,495 38,463 

37,263 

36,703 

42,575 

36,565 

37,632 

35,071 
35,035 

35,232 

37,397 39,401 

37,334 37,951 36,887 
36,871 

43,364 

38,398 
37,486 

33,000 

38,000 

43,000 

48,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移

日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～）（円）



３．各種指標の比較 （西多摩交通圏） １／２

①実働率の推移

84.9 84.8 

85.3 

84.3 
84.7 

84.7 

80.9 

84.6 

84.2 

85.5 

83.7 
83.2 83.0 

81.0 

82.2 

83.5 
82.6 

84.3 

80.0 

84.3 

84.3 

86.1 

83.9 
85.9 85.5 

83.4 

84.9 

88.3 

86.0 87.3 

82.4 

87.1 
87.3 

88.0 

86.5 

88.2 

87.8 

86.6 

88.2 

89.5 89.7 
90.7 

87.1 

89.4 
88.7 88.3 

87.4 

89.5 

88.5 

87.1 
88.0 88.0 

88.1 89.5 

83.8 

86.6 

78.0 

83.0 

88.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実働率の推移

実働率（H19.7～） 実働率（H20.7～） 実働率（H21.7～） 実働率（H22.7～） 実働率（H23.7～）（％）

②実車率の推移

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

51.7 51.9 51.8 
51.5 51.4 

51.0 

49.6 

49.6 49.7 49.7 

49.1 
49.4 49.4 49.4 

49.1 

48.7 48.6 

50.2 
49.8 

49.2 49.4 

48.4 

47.6 

48.8 

48.4 48.2 

48.8 

47.9 

47.9 

49.8 

48.4 

48.3 

48.5 48.7 

47.9 48.5 

48.8 

48.4 48.4 
48.2 

47.7 

49.7 

48.3 48.3 48.4 

47.9 

47.5 
47.9 

48.7 
48.3 

48.1 
47.9 

47.6 

49.6 
48.7 

48.5 

47.0 

49.0 

51.0 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

実車率の推移

実車率（H19.7～） 実車率（H20.7～） 実車率（H21.7～） 実車率（H22.7～） 実車率（H23.7～）（％）（％）

14



３．各種指標の比較 （西多摩交通圏） ２／２

③営業収入の推移

248 
252 

236 236 238 

290 

233 230 

249 247 

236 
231 247 243 

226 225 
216 

271 

219 

194 

224 

215 
208 206 227 

210 

196 

210 
199 

284 

204 
194 

222 

221 

201 
204 

229 
214 

207 
205 

193 

247 

199 

187 

200 188 

189 
196 

221 

209 
204 

199 
191 

249 

205 

192 
180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

営業収入の推移

営業収入（H19.7～） 営業収入（H20.7～） 営業収入（H21.7～） 営業収入（H22.7～） 営業収入（H23.7～）（百万円）

15

④日車営収の推移

40,540 
41,318 

39,788 

38,175 

39,491 

46,582 

39,141 

39,605 

40,276 
40,756 

37,970 
38,545 

39,995 40,342 
38,199 

36,273 
36,651 

43,763 

37,161 

34,576 35,933 

35,096 
33,882 

33,828 

36,360 

34,523 

32,837 33,173 

33,405 

45,380 

34,483 34,559 35,686 

36,350 

32,713 

34,288 

37,358 

35,792 

35,246 
33,433 

32,594 

40,698 

34,148 
34,549 

33,707 
32,774 32,310 

33,783 

37,232 

35,768 

35,757 

33,779 33,409 

41,525 

36,538 35,320 

31,000 

36,000 

41,000 

46,000 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

日車営収の推移

日車営収（H19.7～） 日車営収（H20.7～） 日車営収（H21.7～） 日車営収（H22.7～） 日車営収（H23.7～）（円）



28,334

33,943

31,799

31,011
30,693

30,328
29,806

29,448
29,131

28,754
28,163 28,037 27,978 27,941 27,880 27,853 27,826 27,813 27,718

27,79427,81828,190 28,096 27,998 27,976 27,923 27,865 27,839

28,000

30,000

32,000

34,000

４．事業再構築（減・休車）の認定状況、実施状況

①特別区・武三交通圏

基準車両数から約６，２００台の減休車が実施され、着実に供給過剰の解消が図られている。

20,000

22,000

24,000

26,000

規
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緩
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前
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基
準

車
両

数

平
成

22
年
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月

平
成
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年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

平
成

24
年

1月 2月 3月

計
画

値

地域計画における
適正と考えられる
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４．事業再構築（減・休車）の認定状況、実施状況

②北多摩交通圏

地域計画における
適正と考えられる

車両数の範囲

1,750

基準車両数から約２５０台の減休車が実施され、事業再構築が実施された場合の車両数が、地域計画における
適正と考えられる車両数の範囲内となった。

1,000

1,200

1,400

1,600

規
制

緩
和

前
(H

14
.2
)

基
準

車
両

数

平
成

22
年

5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

平
成

23
年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

平
成

24
年

1月 2月 3月

計
画

値

17

0

1,550



1,240

1,345

1,2711,2671,2631,2601,2571,253
1,2451,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2431,2401,239

1,300

1,400

４．事業再構築（減・休車）の認定状況、実施状況

③南多摩交通圏

1,250

基準車両数から約１００台の減休車が実施され、平成22年11月に地域計画における適正と考えられる車両数の
範囲内となってから、更に減休車が進捗している。
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４．事業再構築（減・休車）の認定状況、実施状況

④西多摩交通圏

基準車両数から２４台の減休車が実施されて以降、減休車への取り組みが停滞してたものの、計画値ではさら
に５台の減休車を実施予定であり、再びさらなる減休車の実施に向けた動きが出始めている。
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５．４月１３日付け通達に基づく調査概要

○特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に対しては、以下
の附帯決議が付された。

特定地域において協議会に参加しない事業者、減車等に協力しない事業者に対しては、タクシー事業の適正
化、活性化を推進する観点から、その経営状況を十分に確認する等の措置を講じること。

○附帯決議を踏まえ、平成23年4月13日付け通達「特定地域におけるタクシー事業者の経営状況等に関する調
査・監査の実施について」が本省より発出された。

○各地方運輸局においては、附帯決議の趣旨を踏まえ、当該通達に基づき調査を実施することとした。

輸 送 実 績 等
平成 年

月分

延実在車両数 (日車) 期首就労運転者数 （人）

延実働車両数 (日車) 期中選任運転者数 （人）

【東京都特別区・武三交通圏】 別添２

平成 年 月 日

運輸支局長 殿

実施状況を下記のとおり報告します。

事業者名

代表者名

４．１３通達 調査票
延実働車両数 (日車) 期中選任運転者数 （人）

実 働 率 （％） 期中解任運転者数 （人）

総走行 キ ロ （km）

実 車 キ ロ （km）

実 車 率 （％）

輸 送 回 数 （回）

輸 送 人 員 （人）

運送収入(税引後) (千円)

実車㌔当運送収入 (円)

運転者１人当りの平均給与 (円)

※運転者の平均給与については、期中に異動のない者について集計すること

拘 束 時 間 ・ 走 行 距 離 の 実 績 平成 年 月分

運転者名 勤務形態 乗務日数
１日当たり拘束時間

１ヶ月当たり
拘束時間

１人１日当たり走行距離
支給給与

最大 平均 最小 最大 平均 最小

○○ 一郎
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

△△ 二郎
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

・・・・・・・・
日勤 時間 時間 時間 時間 km km km

円
隔勤 時間 時間 時間 時間 km km km

※拘束時間・走行距離に係る実績については、運転者全員分の実績を記載すること

※高速自動車国道及び自動車専用道路（首都高速道路株式会社の管理する自動車専用道を除く。）

を利用した場合には、その距離を控除した距離で記載する。

※上記様式によらずとも、上記項目の全てを網羅した書類に替えることができる。

そ の 他

運行記録計の装着の有無 有 無 導入年月日

※装着有の場合は、デジタル・アナログの別を○で囲って下さい。 デジタル アナログ

運行記録計の導入予定の有無 有 無 導入予定年月日

※ 月 日までに、運輸支局あて報告するものとする。

※本報告の添付書類として、以下の書類を後日実施する調査の際に持参すること。

・点呼記録（旅客自動車運送事業第24条第3項に規定する記録）

・乗務記録（旅客自動車運送事業第25条第3項に規定する記録）

・運行記録計による記録（旅客自動車運送事業第26条第2項に規定する記録）

・なお、報告内容について別途説明を求めるとともにその他追加資料をお願いすることがあります。

担当者名

電話番号

収 支 状 況 及 び 輸 送 実 績 等 調 査 票
収 支 計 算 書 平成 年 月分

収益・原価項目・内訳・内容 金 額 （千円）

運 送 収 入

収 運 送 雑 収

益 営 業 外 収 益

合 計

運

賃

原

価

営

業

費

運

送

費

運転者人件費 （給与、手当、法定福利・厚生費 等）

人 件 費 その他人件費 （運行管理者、整備管理者 等）

小 計

燃料油脂費 燃料費・油脂費 （ＬＰＧ、ガソリン、軽油 等）

車両修繕費 車両修繕費 （主に所有車両に係る修繕費）

車両償却費 車両償却費 （所有車両に係る償却費）

その他償却費 （営業所、車庫等に係る償却費）

その他修繕費 （営業所、車庫等に係る修繕費）

諸税 （自動車税、自動車重量税、その他）

その他運送費 保険料
（自賠責保険料、任意保険料、その

他）

車両リース料 （事業用車両のリース料）

その他
（事故賠償費、施設使用料、道路

使用料 等）

小 計

小
計

一
般
管
理
費

人 件 費 役員報酬 （取締役、監査役報酬）

その他 （役員以外の一般管理部門人件費）

諸税 諸税 （事業税）

その他経費 その他
（協会負担金、自賠責、教育実習

費 等）

小 計

営
業
外
費
用

金融費用 （借入金利息、支払手形利息、 等）

車両売却損 （事業用車両の売却による差損）

その他 （貸倒償却、雑支出 等）

小 計

合 計

収 支 差 経 常

収 支 率 経 常 ％
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５．４月１３日付け通達に基づく調査結果概要

東京都特別区・武三交通圏における調査方法としては、調査の対象事業者を、基準車両数からの削減率が
２０％に達しない事業者とした。

平成23年4月20日より調査対象事業者に対して、公平性に配慮し調査票を送付、5月末より対面調査を開始。
調査対象事業者99者全てへの対面調査を完了した。

対象事業者数
１３４者

地域における減車率
１７．７％

対象事業者数
９８者

地域における減車率
１８．３％

５１者が追加で減休車を実施
内３５者が２０％の減休車を達成

３５者 減車５２両 休車１１５両 計１６７両
（２０％は未達成であるものの追加で減休車を行った者等）
１６者 減車４４両 休車 ８両 計 ５２両

総計２１９両の追加削減

◎特別区・武三交通圏

１２者に
監査を実施

※１者が譲渡譲受により減少

総計２１９両の追加削減 監査を実施

調査方法としては、特別区・武三交通圏同様、基準車両数からの削減率が、各地域における適正と考えられる車両数と基準車両
数との差の上限となる値に達しない事業者とした（北多摩13％、南多摩7％、西多摩16％）。

平成23年10月24日より調査対象事業者に対して、公平性に配慮し調査票を送付、12月より対面調査を開始。
本年2月末に完了。
北多摩交通圏は、地域計画における適正と考えられる車両数の範囲に到達した。

◎三多摩交通圏

対象事業者数
２７者

地域における減車率
北多摩 １２．０％
南多摩 ７．６％
西多摩 １０．０％

対象事業者数
１３者

地域における減車率
北多摩 １３．２％
南多摩 ７．９％
西多摩 １２．１％

１８者が追加で減休車を実施
内１４者が目標値を達成

１４者 減車１５両 休車１２両 計２７両
（未達成であるものの追加で減休車を行った者等）

４者 減車 ６両 休車 ０両 計 ６両

総計３３両の追加削減 21



５．４月１３日付け通達に基づく調査結果概要（特別区・武三交通圏）

減車に協力できないとする主な意見としては、経営が厳しくなるためとする者が半数以上を占め、理由としては、減車に
よって事業規模が縮小されることにより営業収入の低下から経営上採算がとれなくなるためとしている。

他の意見としては、実働率が高いため減車に協力できないとしている。ただし、調査対象事業者の実働率をみると、基
準車両数４０両以下の事業者は、決して高いとはいえない。

注： 現在車両数を基準車両数から増加させている場合には、削減率の数値はマイナスとなる。
： ヒアリング実施事業者の数値は、調査対象の１ヶ月分の数値から算出。
： 原価計算対象事業者の数値は、平成22年度の数値から算出、ただし、実働率平均、実車率平均及び日車営収平均は平成23年4月から9月の平均の数値、

実働率平均 削減率平均 収支率平均 実車率平均
日車営収平均

（円）

運転者１人当り
人件費平均
（円／月）

総営収に
占める運転者
人件費割合

ヒアリング実施数 99 83.0% -14.0% 103.7% 38.4% 36,008.2 247,817.1 62.7%
内基準車両数４０両以下 68 81.3% -22.9% 103.5% 37.6% 34,175.3 236,827.8 62.2%
内基準車両数４０両超え 31 86.7% 5.5% 104.2% 40.1% 40,028.7 271,922.8 63.9%

（参考）原価計算対象事業者 31 89.4% 18.2% 101.3% 38.9% 41,224.9 297,417.7 67.6%

事業規模が縮小されることにより営業収入の低下から経営
上採算がとれなくなることを理由としているが、調査対象事業
者の収支率平均は、原価計算対象事業者の数値よりも高い。

また、総営収に占める運転者人件費の割合は、原価計算
対象事業者の数値を大きく下回る。

実働率が高いことを理由としているが、調査対象事業者の
実働率の平均は、特別区・武三交通圏の平均実働率である
８４．８％を下回っている。中には、８０％を下回っている者も
いる。

減車等に協力しない事業者と同様の意見を持ちながらも、
減車等に協力した事業者もいる。

意見に対する
行政のコメント

： 原価計算対象事業者の数値は、平成22年度の数値から算出、ただし、実働率平均、実車率平均及び日車営収平均は平成23年4月から9月の平均の数値、
また、削減率平均は現時点の数値。

52
46.8%

13
11.7%

26
23.4%

12
10.8%

5
4.5%

3
2.7% 経営が厳しくなるため

減車は困難（車両数規模）

経営が厳しくなるため

減車は困難（借金等）

実働率が高いため

減車は困難

可能な範囲で削減した

（今後したい）

減休車に反対

許可を受けて間もないため

調査実施事業者（減車等に協力しない事業者）の意見

９９者

※複数回答あり
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32
32.3%45

45.5%

拘束時間

乗務距離

拘束時間・乗務距離

５．４月１３日付け通達に基づく調査結果概要（特別区・武三交通圏）

９９者

調査実施事業者の半数以上において、長時間労働、乗務距離オーバーの違反が確認された。

調査実施事業者（減車等に協力しない事業者）に確認された違反の内訳

8
8.1%14

14.1%

45.5% 拘束時間・乗務距離

違反なし

９９者
違反の傾向に対する

行政のコメント

長時間労働、乗務距離オーバー等の過労防止違反が
半数以上の者に認められることから、運行管理を中心と
する法令遵守の徹底を指導したところ。なお、調査の結
果において監査方針に基づき１２者について既に監査
を実施。

長時間労働の違反事実については、東京労働局へ情
報提供。
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５．４月１３日付け通達に基づく調査概要（二巡目）

前回の調査結果や調査対象事業者のその後の経営状況（実働率等の数値）を踏まえ、減休車
に協力的でない事業者に対して二巡目の調査を開始するもの。

特定地域の指定期間の満了が９月末であることを踏まえ、効率的かつ効果的に対面調査を実施
することとする。

対象事業者数 ９８者
地域における減車率 １８．３％

◎２巡目調査（案）

☆考慮事項選定手法

調
査
手
法

☆考慮事項
○ 前回調査時における事業者の実働率と地域平均（８４．８％）との比較。
○ 直近の実働率と地域平均との比較。
○ 前回調査によって、減休車を実施した者の取扱い。 等

支局→事業者
調査票送付

事業者→支局
調査票提出

対面調査実施

４月２０日
報告期限
５月１８日

５月中旬
～９月下旬

違反確認

監査部門へ
情報提供

監査方針に
基づき監査

選定手法
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６．タクシー運転者の平均賃金 （原価計算対象事業者平均） 対前年比の推移

タクシー運転者の平均賃金（対前年比）の推移をみると、特別区・武三交通圏では東日本大震災後
の一時的な落ち込みがあったものの、平成23年６月以降は一貫して増加基調での推移となっている。

一方、三多摩交通圏の推移を見ると、特別区・武三交通圏に比べて回復の足取りはいくぶん弱いも
のの、直近では対前年比で特別区・武三交通圏並みの水準となっている。

３．１１
東日本大震災
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97.8%
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95.2% 96.4%

99.7%
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成
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年
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特別区・武三交通圏 多摩地区

※譲渡譲受、合併、廃止等を行った事業者の実績を除く。

25

※ 賃金は総支給額である。
※ 定時制運転者は除く。



７．タクシー運転者の推定年収 の推移

平成23年度においては、全国のタクシー運転者や東京都の全産業労働者よりも対前年度の上昇率
が高く、労働条件が改善傾向にあるが、東京都の全産業労働者とは依然大幅なひらきがあるため、今
後の推移について十分に注視していく必要がある。
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365 348
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○法人件数 登録件数／交付件数／平均年齢推移表

66,606 67,871 68,533

72,029 72,980 73,871 75,240 75,258

70,766 70,321 69,908 69,681 69,482 69,250 68,980 68,673 68,670 68,435 68,026 67,729 67,460

57.657.657.557.557.557.457.457.457.357.357.357.257.256.856.756.4
56.0

55.5

53.4

52.2

51.3

48.5

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000
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52.0

54.0
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65,277

83,624

76,299

80,138 79,992

82,136

66,374

(792)

【月　別】

82,634

(832)

83,686

(855)

【年 度 別】

登
録
開
始
時

　平成23年度  (財）東京タクシーセンター法人件数

85,425

(878)

88,106

(855)

　　登録者数

　　交付者数

　　平均年齢

( ) 女性交付者数

 86,893 86,750 86,565 86,36 86,153 86,005 85,633 85,114 84,879 84,572 84,171 83,580 83,155

4

８．タクシー運転者証及び事業者乗務証の交付件数の推移（特別区・武三交通圏）

平成３年度以降増加し続けてきたタクシー運転者は、タクシー適正化活性化法が施行された平成２１年度以降は、
減少傾向にある。

○個人件数

資料：東京タクシーセンター調べ
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【年　度　別】

事業者乗務証交付件数/平均年齢推移表

(14) (16) (25) (52) (58) (68)
(72) (75)

【月　別】 個人事業者数

　　平均年齢

( ) 女性事業者数

(78) (78) (78) (79) (79) (79) (79) (78) (78) (78) (78) (78) (77)
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９．法人タクシー運転者の年齢構成の推移（特別区・武三交通圏）

法人タクシー運転者の年齢構成の推移を、平成22年３月末、平成23年３月末、平成24年３月末
の３時点で比較すると、60歳以上の運転者の比率が増加傾向にある。

（平均年齢：56.7歳）

（平均年齢：57.2歳）

2.0%

1.7%

4.8%

4.4%

7.5%

7.3%

9.1%

9.5%

11.1%

11.2%

18.6%

16.8%

24.4%

26.4%

15.1%

14.8%

5.6%

6.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.6%

0.7%

0.8%

1.2%

1.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成22年3月末

平成23年3月末

資料：東京タクシーセンター調べ

※運転者証交付者数

（平均年齢：57.6歳）1.5%4.1% 7.3% 9.8% 11.3% 15.6% 26.0% 15.5% 6.9%平成24年3月末

25歳未満 30歳未満 35歳未満 40歳未満 45歳未満 50歳未満 55歳未満 60歳未満 65歳未満 70歳未満 75歳未満 80歳未満

85歳未満 90歳未満

25歳未満 30歳未満 35歳未満 40歳未満 45歳未満 50歳未満 55歳未満 60歳未満 65歳未満 70歳未満 75歳未満 80歳未満 85歳未満 総数
平成22年3月末 141 603 1,478 3,640 5,640 6,823 8,348 13,962 18,400 11,335 4,220 645 23 75,258
平成23年3月末 106 500 1,213 3,139 5,146 6,715 7,906 11,875 18,675 10,505 4,238 724 24 70,766
平成24年3月末 92 431 1,006 2,736 4,903 6,611 7,627 10,498 17,564 10,481 4,683 794 34 67,460

割合
平成22年3月末 34,623 46.0%
平成23年3月末 34,166 48.3%
平成24年3月末 33,556 49.7%

60歳以上
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１０．苦情発生件数

11

9

7

5

3

1
平成　　年

・平成13年度以降は、それ以前に
比べ苦情件数が増加。

・接客態度不良の苦情が最多件数
であり、増加傾向にあった。

・平成16年度にピークを迎えて以
降は、多少の起伏を示しながら
も、全般的には下降傾向にある。

・タクシー事業の適正化に伴うタク
シーの不足や、乗車しにくいとい
う苦情は見受けられない。

東京タクシーセンター調べ
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迂回走行

料金不審

釣銭不払

その他

件
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１１．事故件数の推移

タクシーが当事者となった事故の推移をみると、直近１年（平成23年３月～平成24年２月）計の対前年比
では、ほとんどの値で減少傾向を示しているが、一方で死亡事故が増加していることから、官民連
携により事故防止対策に取り組んでいる。
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第一当事者 軽傷 第二当事者 第一、二当事者計 死亡 重傷

平成22年3月 平成23年3月

～23年2月 ～24年2月

発生件数 5,809 5,309 -8.6%
死亡（人） 4 8 100.0%
重傷（人） 26 20 -23.1%
軽傷（人） 6,414 5,880 -8.3%

第二当事者 発生件数 2,228 1,982 -11.0%
一・ニ当計 発生件数 8,037 7,291 -9.3%

第一当事者

増減率当事者別 事故区分



１２．タクシー運転者の犯罪被害件数の推移

東京都内における過去７年間のタクシー強盗の発生件数をみると、平成19年をピークに減少傾
向が続いていたが、平成23年については41件の認知件数となっており、対前年比で２件の増加と
なった。一方、検挙率については対前年比で1.4ポイント上昇している。

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

認知件数 44 67 69 59 48 39 41

検挙件数 18 52 53 37 38 28 30

検 挙 率 40.9% 77.6% 76.8% 62.7% 79.2% 71.8% 73.2%

80 100.0%

資料：警視庁
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Ⅲ．タクシー事業活性化に向けた

取組状況について取組状況について



東京スカイツリーへのタクシー無線集中基地局設置

赤坂集中基地局

東京スカイツリー集中基地局

タクシー無線集中基地局の赤坂から東京スカイツリーへの移設（4月20日完了）により不感地を
解消し、利用者利便の向上を図る。（地上300メートル地点に2本のアンテナを設置）

タクシー無線
のデジタル化

送信機の増設
57波→63波

・老朽化
・不感地の発生

不感地の解消

配車の効率化
不配の減少

利用者利便
向上

32

災害時の無
線の有用性

向上

データ通信および
音声通信エリア

音声通信エリア

高層ビルに取り囲まれ、
これまで電波が通りにく
かった次の地区でもス
ムーズな通信が可能
に。
・高島平周辺
・羽田空港周辺
・城東地区
（葛飾区、墨田区等）

※本エリアは、良好な電波環境を維持
できるエリアとして示したものです。

不感地の解消

推定サービスエリア

東京スカイツリー
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総輸送回数に対するタクシー無線配車回数の比率（特別武三交通圏）

特別武三交通圏においては、景気低迷等の影響、あるいは平成20年以降の減休車の取り組みにより平成18年
以降、総輸送回数が減少しているが、ＧＰＳタクシー無線の導入による配車の効率化や配車不能件数の減少、企業
のみならず一般家庭からの配車依頼の増加により無線比率が着実に伸びており、緩やかではあるがタクシーの利
用形態の変化が看取できる。
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※平成23年度の数値は、平成23年4月～平成24年2月までの平均値を平成24年3月分として仮定した値。

総輸送回数①



ＩＴ対応による需要開拓 ～ＧＰＳ無線・スマートフォン対応～ ①

スマートフォン自動配車機能
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ＩＴ対応による需要開拓 ～ＧＰＳ無線・スマートフォン対応～ ②

ある事業者（スマートフォン対応）の無線配車回数の推移

ある事業者のデータによると、スマートフォン対応開始後１年強でスマートフォンによる配車回数が総配車回数

の７％を占めるようになっている。スマートフォンによる配車の半数程度は当該事業者の新規顧客と考えられると
のことであり、簡便な方法により配車依頼が行えるようになったことが顧客の獲得に繋がっているものと考えら
れ、増加の大きな要因の一つになっている。
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【準備会出席者】
立教大学観光学部教授 安島 博幸
（社）日本観光振興協会常務理事・総合研究所長 丁野 朗
関東運輸局長 神谷 俊広

○東京観光タクシー推進協議会準備会における検討状況
＜観光タクシードライバー認定制度検討案＞

① 東京シティガイド検定の取得（東京観光財団）
②ユニバーサルタクシードライバー研修の受講（全福協、全タク連）
③東京観光タクシー認定研修の受講（※カリキュラム等検討中）

東京観光タクシー推進協議会準備会の設置―H24.2.28 東旅協タクシー活性化ＰＴ―

８月５日、タクシーの日からの運行を目指す

【協議会設置目的】

東京都内において、タクシー事業者及び東京
の観光に係わる者が連携、観光に関する人材 関東運輸局長 神谷 俊広

観光庁総務課企画室長 藤田 礼子
東京都産業労働局観光部企画課長 川崎 卓
台東区文化産業観光部観光課長 三田 昭
墨田区産業観光部観光課長 郡司 剛英
江東区地域振興部文化観光課長 小林 秀樹
品川区地域振興事業部商業・観光課長 米田 博
大田区産業経済部観光課長 青木 毅
東京商工会議所地域振興部長 荒木 時雄
（公財）東京観光財団地域振興担当部長 新保 邦彦
東武タワースカイツリー（株）代表取締役社長 鈴木 道明
（公財）東京タクシーセンター専務理事 小林 一雄
（社）東京乗用旅客自動車協会長 富田 昌孝
（社）東京都個人タクシー協会長 木村 忠義
東旅協タクシー活性化プロジェクトチームリーダー 川鍋 一朗
（（社）東京乗用旅客自動車協会副会長） 他 36

の観光に係わる者が連携、観光に関する人材
育成・観光地における社会基盤の整備を推進
し、観光振興とタクシー事業の活性化を図るた
めに協議会を設置。

【協議会実施事項】

○以下の項目に関することを実施する
・タクシー乗務員の育成
（観光客のニーズに対応できる観光知識など）
・「観光タクシーガイド（仮称）」の認定
・観光地の社会基盤の整備
・観光タクシーを通じた観光ＰＲ
・観光タクシーの商品開発
・その他協議会が必要と認める事項



ユニバーサルドライバー研修の実施

タクシー業界ではユニバーサルデザインタクシーの導入をはじめ、あらゆる利用者のニーズに応
えるため、健常者のみならず高齢者、障害者の方々の特性を理解し、円滑なコミュニケーションを
確保するなど適切な対応が求められている。このため、タクシー乗務員の接遇向上の教育研修とし
て「タクシー乗務員バリアフリー研修（略称:ユニバーサルドライバー研修）」を開発、推進している。

・一般タクシー乗務員
・個人タクシー事業者
・運行管理者等

対象受講者

研修修了証受講申請

・タクシー事業者
・タクシー関連団体
（協会、無線協組等）

研修実施機関

・全福協
・全タク連

推進実行委員会

認証認証申請
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外国語研修の実施（東京タクシーセンター）

政府における観光立国の推進やこれに伴う外国人観光客の受入体制の整備の方針、さらには羽
田空港における国際線発着枠の増加や東京が有数の観光地であること等を踏まえ、タクシー運転
者・管理者を対象とする外国人接遇接客研修を実施しており、平成２３年度には今後も増加が予想
される訪日中国人旅客への接遇の向上を目的として、日本人と中国人の外部講師２名により３回実
施した。

研修風景

１．おもてなし力の向上
２．中国人の基礎知識
３．中国人の習慣
４．中国人から見た日本人（タクシー内を中心に）

研修内容
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４．中国人から見た日本人（タクシー内を中心に）
５．基礎中国語講座（タクシー内を中心に）
６．中国人とうまくつきあうコツ（短い実車中の時間でも）

＜平成２３年度＞

第１回 平成２３年１０月２５日 受講者数 ５７名
第２回 平成２４年 １月２４日 受講者数 ４４名
第３回 平成２４年 ３月 ６日 受講者数 ５５名

開催実績



羽田空港国際線定額運賃専用乗り場としての運用

羽田空港国際線タクシー乗り場では、平成22年10月21日の開業時より、乗り場からの運送の申込みについては、定
額運賃によることを特約した場合に定額運賃を適用することとして外国人旅行客等の利便の向上に努めてきたところ。

今般、羽田空港の発着枠の増加に伴い、さらなる需要の拡大、タクシー利用者利便の向上の観点から、東京都特別
武三交通圏内の設定ゾーンへの運送の申込みについては、旅客からの特約の解除の申し出があった場合を除き、自
動的に特約が成立する「定額運賃専用乗り場」として運用することとなった。

◆東京都特別区・武三交通圈と羽田空港間

◇入構車両の条件
【現行】
・定額運賃導入事業者

・「WELCOME ABOARD」ステッカーを貼付した車両

【変更後】
・定額運賃導入事業者
・ 「WELCOME ABOARD」ステッカーを貼付した車両
・定額運賃による特約を受諾する意志がある事業者
・ETC装着車両

◆「WELCOME ABOARD」ステッカーとは ◆乗り場の表示を変更するなど、利用
者へ 定額運賃をアピール

４月２３日より、定額運賃専用乗り場の運用をスタート

の設定ゾーン

羽田空港

足立区

台東区
墨田区

葛飾区

江戸川区
江東区

文京区

千代田区

中央区

荒川区

板橋区
北区

世田谷区

中野区

新宿区

目黒区

品川区

大田区

港区

渋谷区

豊島区
練馬区

武蔵野市

三鷹市
杉並区

・国際線ターミナルタクシー乗り場から設定エリ
アまでの定額運賃設定額

◆「WELCOME ABOARD」ステッカーとは

【車体ステッカー】 【指差し外国語シート】

国際線タクシー乗り場については、挨拶、ドア・トラン
クサービスの励行等の接遇並びにタクシー業界（法人・
個人）とタクシーセンターが共同で作成した「指差し外
国語シート」の活用方法についての運転者講習を受講
し、一定のホスピタリティのレベル保有者である旨の表
示（車体ステッカー）をした運転者・車両。

ゾーン ６，０００円
ゾーン ６，０００円
ゾーン ８，０００円
ゾーン ９，０００円

ゾーン １１，０００円

者へ 定額運賃をアピール

・乗り場表示にホテルや主な
観光スポットを追加

・乗り場表示に特約による運
送の引き受け条件を明示

・すべて４カ国語による表示

・タクシー業界、タクシーセン
ターのホームページに掲載

・到着ロビーに定額運賃の
リーフレットを設置
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EV・HVタクシーの普及促進及びタクシー活性化策の一環として、利用者利便確保の観点から、平成２３年
１０月３日に新丸ビル前のタクシー乗り場を「～地球にやさしい～ＥＶ・ＨＶタクシー乗り場」として運用
をスタートさせた。

～ 地球にやさしい～ EV・HVタクシー乗り場の設置及び導入促進

【ＥＶ・ＨＶタクシー乗り場の概要】

設置場所：東京都千代田区丸の内１－５
（新丸ビル前タクシー乗り場）

運用時間：平日の９時～２１時

（その他の時間帯は一般タクシー乗り場とする。）

≪参考≫低公害車両数
EVタクシー：17両（内個人1両）
HVタクシー：1,032両（法人個人合計）
※平成23年4月1日現在、協会加盟事業者の車両数

【車両用ステッカー】

電気自動車（ＰＨＶを含む）の導入については、本年度から「地域交通グリーン化事業」として引き続き
支援。
【平成２４年度地域交通グリーン化事業の概要】

【低公害車普及促進対策費補助の実績（参考）】

ＨＶタクシー ＥＶタクシー 合計

２１年度 ２６３（両） ２（両） ２６５（両）

２２年度 ２９８（両） １６（両） ３１４（両）

２３年度 １９２（両） ３（両） １９５（両）

合計 ７５３（両） ２１（両） ７７４（両）

プラグインハイブリッドタクシー
・内燃機関とモーターの２つの動力源をもち、

かつ、外部からの充電が可能

電気自動車タクシー
・Noｘ・PM、Co2排出ゼロ

※東京都内（特別武三、北多摩、南多摩、西多摩）のみの実績。
※23年度の数値は補助枠申込件数。

補助対象 補助率 備考

電気自動車タクシー
車両本体価格の１／３

電気自動車等の集中的導入を誘発・促進するような地域・事業者間連携等による先駆
的事業を行う自動車運送事業者等を重点的に支援（ＰＨＶを含む）
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ＮＨＫエコカーレーンの設置

以前よりＮＨＫ西口周辺道路において、ＮＨＫ西口構内に入構するためのタクシー待機列による渋滞問題等が生じており、
これまでも関係タクシー事業者等を集め、ＮＨＫ主催による協議会において検討を重ねてきたところ。

今般、タクシー待機列による渋滞対策として、西口構内の待機レーンの一部をエコカーレーンとしたもの。

１．概 要
・入構可能車両

ＨＶタクシー（ＥＶタクシー対象外）
・開始日

平成２３年１２月５日より実施
・設置時間

２１：３０～３：００（その他の時間帯はエコカーレーンなし）
・待機台数

一般車２５台、ＨＶ車１０台
・乗り場入構順

一般車とＨＶ車の１台交替 【ＨＶ車入構証】
・乗り場入構順

一般車とＨＶ車の１台交替 【ＨＶ車入構証】

・タクシー乗り場へ入構順

２．タクシー乗り場までの導線【平日】 【土・日・祝日】

※  西中口から赤線に沿って入構

待機レーンの一部をＨＶタクシーに制限することで渋滞問題等の解消へ 41



平成24年5月22日の東京スカイツリーグランドオープンに伴い、東京スカイツリータウン内（東武鉄道私有
地）にＥＶ・ＨＶタクシー乗り場を設置。

東京の新たなランドマークとなる東京スカイツリーにＥＶ・ＨＶタクシー乗り場を設置することにより、環境
対応車の普及促進を図る。

１．概要

■スカイツリータウン乗り場
【供用開始】平成24年5月22日
【設置場所】スカイツリータウン西街区１階
【乗降箇所】各１箇所
【待機場所】10台分
【その他】 同フロアーにバス停あり

東京スカイツリータウン ＥＶ・ＨＶタクシー乗り場の設置

２．乗り場設置経緯

■墨田区の環境対策との連携
・「すみだ環境区宣言」を行い、環境に対する一層の取り組み
・墨田区地球温暖化地域推進計画によるＥＶ・ＨＶ車両の利用促進
・墨田区として、当該タクシー乗り場設置への支援

■東京スカイツリーの開発コンセプト
・コンセプトの一つである「やさしいコミュニティ」の人、地

球に優しく、安全、安心に暮らせる、潤いと活気に満ちたコ
ミュニティとも一致

・スカイツリー周辺地域についても、国土交通省から「住宅・
建築物省ＣＯ２推進モデル事業」の採択を受け、環境に配慮
したプロジェクトを推進

・加えて、交通渋滞の緩和にも寄与

３．乗り場設置による効果

■EV/HVタクシーの普及促進

■乗り場設置経緯とも合致

42



公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上の促進等を図るため、生活交通ネットワーク計画に
基づいて実施される事業。

生活交通ネットワーク計画に基づいて導入されるユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）や福祉タクシーの導入を支援。

【補助スキーム】
■ 協議会において、事業の目的・必要性、定量的な目標・効果、事業内容と事業実施事業者、費用の総額・負担者・負担割合

等を記載した生活交通ネットワーク計画を策定し、国（運輸局）へ提出。

【協議会】（構成員） 【補助概要】 ※協調補助は不要

【ＵＤタクシー認定制度（平成24年3月28日創設）】
■ ＵＤタクシーとは

健常者に限らず、高齢者、妊産婦、子供連れ、車いすの方（車いすのまま乗車することを想定）など、誰でも利用できる構造
（ユニバーサルデザイン）のタクシー車両であって、流し営業などの通常のタクシー営業に用いるもの。

■ より良いＵＤタクシーの構造を標準仕様化し、標準仕様を満足する車両を国が認定
する制度を創設し、より良いＵＤタクシーの普及を後押し。

■ ＵＤタクシーであることが外部から一目でわかるよう、ＵＤタクシー表示制度を創設。

≪ＵＤタクシーマーク≫

ユニバーサルデザインタクシーの普及促進

・関係する都県・市区町村
・関係する交通事業者
・地方運輸局
・その他、協議会が必要と認める者

『生活交通ネットワーク計画』を策定

補
助
金
申
請

・補助率・・・補助対象経費の１／３と以下の
額を比較し、低い額以内を補助額とする
≪導入≫

リフト車両：１両当たり８０万円
ＵＤ・スロープ車両：１両当たり６０万円

≪改造≫
リフト車両への改造：１両当たり３５万円
スロープ車両への改造：１両当たり２５万円
寝台車両への改造：５５万円

協議

都県 自治体数 事業者数 リフト スロープ ＵＤ 寝台

東京 1区 1事業者 0 0 2両 0

神奈川 3市 11事業者 0 0 15両 0

埼玉 1町 1事業者 0 1両 0 0

千葉 6市 8事業者 0 2両 6両 1両

群馬 1市 1事業者 0 0 0 1両

【補助実績（平成23年度）】
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タクシーランク評価制度の見直し（東京タクシーセンター）

ランク評価制度は、より良質なタクシーサービスの提供を促進するため、接客サービスに関する
情報、安全及び法令遵守に関する情報を収集し優良ランク事業者を公表している。

平成１３年１０月導入以来、１０年という節目を迎え、制度の趣旨、導入の目的及び過去の制度
改正の経緯を踏まえ、評価項目の検証等を行い制度の見直しを行うこととした。

【ランク表制度の見直しに関する検討委員会：検討経過】

第１回検討委員会 平成２３年１２月２日
・本調査の全体概要
・制度の趣旨、運用状況及び検証

第２回検討委員会 平成２４年３月６日
・利用者、事業者調査結果
・検証（課題と改善の方向性）

第３回検討委員会 平成２４年５月予定

報告
・学識経験者
・マスコミ関係者
・消費者団体代表
・行政 等

ランク評価委員会

評価制度の決定
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優良タクシー乗り場の運営・検証

設置場所 運用開始年月日

①JR新橋駅東口駅前 平 成 2 0 年 3 月 6 日

②東京駅丸の内北口前 平 成 2 1 年 8 月 5 日

③④JR新宿駅西口地下（JR口、京王口） 平 成 2 1 年 8 月 5 日

⑤銀座乗禁地区内4号乗り場 平 成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

⑥銀座乗禁地区内11号乗り場 平 成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

⑦銀座乗禁地区内1号乗り場 平 成 2 2 年 1 2 月 1 日

⑧池袋駅西口駅前 平 成 2 2 年 1 2 月 1 日

⑨渋谷駅西口前 平 成 2 3 年 2 月 1 日

⑩上野駅正面口前 平 成 2 3 年 2 月 1 日

【都内における優良乗り場設置状況】（平成23年2月末現在）

【優良タクシー乗り場への入構可能車両の状況】

銀座乗車禁止地区

1号 4号 11号

中央線

山手線

新橋駅渋谷駅

東京駅

上野駅池袋駅

新宿駅

事業者ランク制承認者 優良運転者表彰 マスター（みつ星） 入構対象者総数

平成24年2月29日 40,018名 法人5,655名 個人2,011名 5,500名 53,184名

【優良タクシー乗り場への入構可能要件】
【事業者ランク制度】

(財)東京タクシーセンターの取り扱う指導
事案及び苦情事案に加えて、利用者の求め
る情報として接客サービスに関する情報や
安全に関する情報を評価対象項目とし、こ
れらを｢法令遵守面｣｢旅客接遇面｣｢安全管理
面｣の３面から法人事業者を評価するもので
す。

【優良運転者表彰】

(財)東京タクシーセンターの優良運転者
表彰は、東京指定地域内（特別区、武蔵
野市、三鷹市）のタクシー運転者で、道
路運送法等に違反がなく接客態度良好で
他の模範となる運転者を表彰するもので
す。

【マスター(みつ星)】

道路交通法等に違反がなく、高品位
のサービスを提供する個人タクシー
の最高ブランドとして、有識者によ
り構成されたマスター認定委員会が
認定した個人タクシーです。

【優良タクシー乗り場の検証】

《検証結果》
・改善の方向性の整理
・優良乗り場のあり方の整理
・運用方法の見直し

問題点を抽出、課題の整理

《検証目的》
・乗り場の立地条件等から一般乗り場との併設が困難
・減休車に加え、優良乗り場 の増設により一部乗り場

で供給不足が発生

利用者目線に立った乗り場の検証を行う

《検証方法》
・利用者意識調査（浸透度、満足度等）
・運転者聞き取り調査（乗り場効果等）
・稼働調査 など
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客待ちタクシー待機列の解消に向けた取り組み（銀座）

１．実証実験の概要

東京都では、都内の渋滞解消を目的とした「ハイパースムーズ作戦」の一環として、客待ちタクシー待機列の解消のための実証実験を２度にわたり

実施。（Ｈ２１．１．２６～２．１３、Ｈ２２．１２．１～Ｈ２３．１．３１）

・乗 り 場 ： 銀座１号乗り場

・待 機 場 ： 築地川第一駐車場（３階建て、約２３０台収容可能）

・配車システム ： 乗り場に並ぶタクシーを駐車場に待機させ、ＥＴＣデータを活用するシステムを利用し、乗り場での車列が一定台数以内となる

よう駐車場から配車

２．実証実験の結果

・取り組みの目的である客待ちタクシー待機列の解消され、中央通りの通行がスムーズになった。

・本実験に対応するために構築したＥＴＣ活用の配車システムについて、その安定性が確認できた。 ほか

第１回検討会議H23. 9. 8 第１回検討会議
（都、区、警察、運輸局、業界団体）

・隔地駐車場配車システム導入で合意

◇早期の客待ちタクシー待機列解消に向
け、“ＥＴＣを活用したシステム”構築の
ための具体的検討に着手

H23. 9. 8

＜今後の調整事項＞
○駐車場の確保
○地元との合意形成
○業界内の役割分担
○運用ルールの設定
○運営コストの確保方法 等
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社団法人全国個人タクシー協会関東支部において、「資質向上対策」として「接客マナ
ーコンテスト」を、全国に先立ち、関東地区において先行して平成２３年度に「プレコンテ
スト」を下記により実施した。

準本選会

◆審査会の流れ ◆コンテストの手法

審査項目

■接客姿勢の自己ＰＲ
■ロールプレイング
■審査員：学識経験者、消費者団体代表他

入選者６名を選出

本選会

接客マナー・プレコンテストの実施 ～個人タクシーの資質向上対策～

予選会Ⅱ

各会員団体代表を選出

予選会Ⅰ

各所属団体代表を選出

(1)接客姿勢 (8)料金収受

(2)身だしなみ (9)乗降時のトランクサービス

(3)乗車時の挨拶 (10)降車時の挨拶

(4)行き先・経路の確認 (11)おもてなし全般の評価

(5)ﾏｽﾀｰｽﾞ制度の認知度･ｱﾋﾟｰﾙ度 (12)シートベルト着用のお願い

(6)喫煙のお断り (13)サイドブレーキの操作

(7)プラスαの接客 (14)ハンドル操作

都県代表を選出
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事故防止対策の実施

社団法人東京都個人タクシー協会では、個人タクシーの事故防止について各種研修会等あらゆる機会を通じ
て注意喚起を行い､その徹底を図ってきたが、昨年１０月２４日に旅客が乗車中の個人タクシーがＪＲ横須賀線
の線路上に転落し、走行中の電車と接触するという社会的影響の大きな事故が発生するなど極めて憂慮すべき
状況となった。

こうした状況を踏まえ、事故防止対策のより一層の徹底を図るため 「事故防止のための緊急集会」を開催、
傘下会員に対して事故防止講習を実施した。

カリキュラムと講師

事故防止のため
の健康管理

ドライブレコーダーに
よる事故例

（交通共済）

交通事故と
その原因

（関運局技術安全部）

東京都個人タクシー協同組合
（事業者数9,739名）

・集会開催回数・・・５回
・延べ出席者数・・ ・9,205名

日個連東京都営業協同組合
（事業者数6,068名）

・集会開催回数・・・２回
・70歳以上対象
・延べ出席者数・・・1,109名
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（医療機関） （交通共済）

適性診断結果の有効活用
（事故対策機構）

適正営業点数制度
（東個協）



【駅前清掃活動】 【利用者からの礼状報告】

「小さな親切運動」表彰

東京タクシーセンターでは、昭和４６年７月から、善行や親切な行為（接客態度優良、人命救助な
ど）で利用者等から感謝されたタクシー運転者を、公益社団法人「小さな親切」運動本部に推薦して
おり、これまでに延べ１７，０６２名が受賞している。
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【行政の対応状況】

①警察当局等と大規模災害時における緊急通行車両の取扱いについて意見の交換を
行う。

②通信手段の確保（災害時の連絡・情報収集）
→衛星電話、災害時有線電話等の導入の検討
⇒Ｈ２３．１１．４首都直下地震帰宅困難者等対策協議会幹事会第３回WGにおいて、

災害時におけるタクシー無線の有用性について報告。

③臨時の営業区域の設定、最高乗務距離規制の緊急避難的緩和措置
→東日本大震災の発生を踏まえた「貸切バス事業の臨時の営業区域の設定」

大規模災害対応について

→東日本大震災の発生を踏まえた「貸切バス事業の臨時の営業区域の設定」
（Ｈ２３．３．１８付け通達）に準じた取扱いの検討を本省へ要望〔Ｈ２３．１０．２４〕

＜要望概要＞
・大規模災害等の発生により、発災時における大量の避難者輸送や支援輸送の確保の
観点から、これら輸送を行う場合、一定の期間臨時の営業区域の設定を認める。

・また、当該緊急的輸送における乗務距離の最高限度について、労働関係法令を遵守し
たうえで、弾力的な運用を行えるようにする。

④関東ブロックの広域かつ大規模な災害発生に備え、都県単位の枠組みを超えた連携、
支援が効果的に出来るよう、関東地方を管轄する国の管区機関、交通、ライフライン、
通信の３５機関により構成した「関東防災連絡会」を関東地方整備局と連携して設置
（Ｈ２３．１０．２７） ※各自治体もオブザーバー参加
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⑤タクシー事業者等の交通事業者の東日本大震災の復旧・復興支援への功績を讃え
関東運輸局長による感謝状の贈呈を行った。（Ｈ２４．３．１２）

大規模災害対応について

●透析患者の輸送
東京無線協同組合

●医療スタッフ等の輸送●医療スタッフ等の輸送
宮園自動車株式会社
日立自動車交通グループ

●医療スタッフ等の輸送（ドクターカーの運転）
個人タクシー 遠藤 進一

●サインカー（情報提供車両）の提供
財団法人東京タクシーセンター
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サインカー（情報提供車両）

感謝状贈呈式



大規模災害対応について

東日本大震災の教訓を踏まえ、全国的に災害対策の見直しが積極的に進められており、首都
東京においても首都直下型地震や東海地震の発生が懸念されることから、ハイヤー・タクシー業
界及び指定地方公共機関である東京乗用旅客自動車協会が災害発生に備えた対策を講じ、災
害発生時においては的確な対応を図る等、公共交通機関としての役割を果たすため、災害対策
要領を作成中である。
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ＣＳＲ向上とタクシー事業の活性化に向けたこれまでの取組①

ＣＳＲカテゴリ これまでの取組 内容 協議会資料での記載ページ

共同事業の推進 タクシーチケット発行の共同化や燃料等の一括購入など 21.10.14 第１回特別武三資料16p

無線配車の効率化、無線デジタル化の推進 ＧＰＳを利用した配車システムや、無線のデジタル化などにより無線配車の効率化など
21.10.14 第１回特別武三資料17p
21.11.4 第１回多摩資料21p

サービス・安全向上への取り組み 乗務員登録制度、乗務員の指導・表彰、ランク制度の導入など
21.10.14 第１回特別武三資料20,21p
21.11.4 第１回多摩資料24p

優良タクシー乗り場設置 利用者がタクシーを選択出来る環境整備と利用者利便の向上など

21.10.14 第１回特別武三資料22p
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料33,34p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料55p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料41p
24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料39p

羽田空港国際化への対応 外国人旅客向けの優良なサービスの提供など
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料31,32p
24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料45p

羽田空港へのアクセス対策 定額運賃の導入など
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料56p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料42p

顧客満足度調査 顧客からの直接のご意見を活かしたサービス改善
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料52～57p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料73～76p

モバイルアンケートシステムについて 携帯端末を利用した効率的な意見聴取とこれに基づくサービス改善 23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料77～80p

良質なサービスの提供
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モバイルアンケートシステムについて 携帯端末を利用した効率的な意見聴取とこれに基づくサービス改善 23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料77～80p

観光ガイドタクシー認定制度 ｢接遇｣や｢観光知識｣を身につけたタクシードライバーを認定 23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料40p

東京スカイツリーへのタクシー無線集中基地局設置 タクシー無線集中基地局の東京スカイツリーへの移設による不感地解消 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料37p

総輸送回数に対するタクシー無線配車回数の比率 ＧＰＳ無線導入などによる配車の効率化や配車不能率の低下など 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料38p

ＩＴ対応による需要開拓 ＧＰＳ無線、スマートフォンへの対応など 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料39p

タクシーランク評価制度の見直し 評価項目の検証等と制度全体の見直し 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料40p

タクシー運転者の質の向上 講習修了判断基準の厳格化 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料42p

外国語研修の実施 ロールプレイングによる実践形式を取り入れた研修の実施 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料43p

接客マナー・プレコンテストの実施 全国個人タクシー協会関東支部において「資質向上対策」として実施 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料44p

環境対策 アイドリングストップなど環境に優しい運転、グリーン経営認証の取得など
21.10.14 第１回特別武三資料19p
21.11.4 第１回多摩資料23p

ハイブリッド車・ＥＶ車等低公害車の導入促進 「低公害車普及促進対策費補助金」の交付など
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料35p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料61p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料38p

EV・HVタクシー乗り場の設置 EV・HVタクシーの普及促進及びタクシー活性化策の一環
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料37p
24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料46p

ＮＨＫエコカーレーンの設置 ＮＨＫ西口構内の待機レーンの一部をエコカーレーン化 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料47p

東京スカイツリータウン　ＥＶ・ＨＶタクシー乗り場の設置 東京スカイツリータウン内（東武鉄道私有地）にＥＶ・ＨＶタクシー乗り場を設置 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料48p

環境への取組



ＣＳＲ向上とタクシー事業の活性化に向けたこれまでの取組②

ＣＳＲカテゴリ これまでの取組 内容 協議会資料での記載ページ

タクシーこども110番、タッくん防犯情報システム こどものタクシー内への保護と警察への通報、ドライブレコーダー画像への警察など
21.10.14 第１回特別武三資料23p
21.11.4 第１回多摩資料26p

タッくん愛の基金 タクシー事業者やタクシー乗務員等による募金活動
21.10.14 第１回特別武三資料25p
21.11.4 第１回多摩資料３1p

地域社会のための取組 機動性や柔軟性といったタクシーの強みを活かした域社会に貢献するサービスの提供 21.11.4 第１回多摩資料28p

自治体との取組 ショットガン方式などの実証実験の実施や総合計画の策定、交通協議会の設置など

22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料47～51p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料57～60p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料44,45p
24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料54p

東京観光タクシー推進協議会準備会の設置 観光タクシードライバー認定制度に関する検討 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料49p

「小さな親切運動」表彰 モニター通報制度で接客優良等の行為のあった者、人命救助等に協力した者 を表彰 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料50p

禁煙タクシー制度の導入 タクシー車内全面禁煙化（20.1.7）
21.10.14 第１回特別武三資料21p
21.11.4 第１回多摩資料25p

サポートcabの導入 タクシー車内にＡＥＤを設置、救命手当の技能を持つドライバーが乗務 21.10.14 第１回特別武三資料25p

ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ、ﾜｺﾞﾝﾀｸｼｰ、ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞﾊﾞｽの運行 地域ごとの実情を鑑みながら地域社会密着型サービスを提供 21.11.4 第１回多摩資料29p

社会福祉に向けたサービスへの取組 介護タクシー、高齢者外出支援など 21.11.4 第１回多摩資料30p

地域貢献

福祉の増進
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社会福祉に向けたサービスへの取組 介護タクシー、高齢者外出支援など 21.11.4 第１回多摩資料30p

ＵＤタクシー等の導入促進 公共交通機関における高齢者・障害者等の移動に係る利便性及び安全性の向上 23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料39p

地域公共交通確保維持改善事業 生活交通ネットワーク計画に基づいてＵＤタクシーや福祉タクシーの導入を支援 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料51p

ユニバーサルドライバー研修の実施 「タクシー乗務員バリアフリー研修（略称:ユニバーサルドライバー研修）」の開発、推進 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料52p

特定事業計画における事業再構築の実施のための特例措置 地域計画に示された削減率の上限に達した地域へのインセンティブを検討 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料53p

運行管理の徹底 デジタル運行管理システムの導入など 21.10.14 第１回特別武三資料18p

安全管理の徹底 ドライブレコーダーの映像に基づく教育指導など 21.11.4 第１回多摩資料22p

サービス・安全向上への取り組み 乗務員登録制度、乗務員の指導・表彰、ランク制度の導入など
21.10.14 第１回特別武三資料20,21p
21.11.4 第１回多摩資料24p

ドライブレコーダー、デジタルタコグラフの導入 装着率向上による安全の確保
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料36p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料62p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料49p

防犯資器材の設置 設置率向上による犯罪件数の低減
22.9.21 第１回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料37p
23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料63p
23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料50p

事故防止対策の実施 東京都個人タクシー協会が「事故防止のための緊急集会」を開催、事故防止講習を実施 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料55p

防災レポート車 被害現場の生の状況を東京都災害対策本部及びマスメディアを通じ提供
21.10.14 第１回特別武三資料24p
21.11.4 第１回多摩資料27p

震災へのタクシーの対応 東日本大震災のタクシー業界への影響と震災後の対応など 23.4.22 第２回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ 別添資料

大規模災害対応のための意見交換会の開催 「東日本大震災」発生当時の状況から今後の課題、改善点などについて意見交換 23.11.4 第３回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料46～48p

大規模災害対応について 関東防災連絡会の設置、東旅協災害対策要領のとりまとめなど 24.4.27 第４回ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ資料56～58p

安全の確保

災害対応

福祉の増進


